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補足－１【所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事の概要】 
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補 1－1 

東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事の概要 

[工事目的] 

 更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合に，重大事故等の対処に必要な設備に直流電源を供給するため，特に高

い信頼性を有する３系統目の所内常設直流電源設備として，125V 系蓄電池（３系統目）

を設置する。 

[工事概要] 

 125V系蓄電池1組（制御弁式据置鉛蓄電池，容量：6000 Ah）及び関連設備(充電器等)

の設置 

[工事概要図] 

※朱記箇所は新設範囲

東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）概要図 
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補 1－2 

 

[所内常設直流電源設備（３系統目）の設備仕様] 

  125V 系蓄電池（３系統目）は既設の直流電源設備である 125V 系蓄電池(A 系・B 系)と

同型の制御弁式据置鉛蓄電池を採用する。 

  125V 系蓄電池（３系統目）の仕様は以下のとおり。 

名称 仕様 

 

125V 系蓄電池（３系統目） 

型式 制御弁式据置鉛蓄電池 

組数 1（1 組当たり 130 個） 

容量 6000 Ah 

電圧 125 V 
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補足－8【所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所】 
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補 8-1 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所 

 

125V 系蓄電池（３系統目）は，地震，津波，溢水，火災等を考慮した頑健性を有する

内に配置する設計とする。 

125V 系蓄電池（３系統目）は，設計基準事故対処設備である 2C・2D 非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び

HPCS 系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。

さらに，重大事故等対処設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器とも位置的

分散を図る設計とする。 

   

設備名称 設置場所 設置高さ 

125V 系蓄電池 A 系  EL.10.50m 

125V 系蓄電池 B 系  EL.8.20m 

125V 系蓄電池 HPCS 系 EL.10.50m 

125V 系蓄電池（３系統目）  EL.0.70m 

2C 非常用ディーゼル発電機  EL.0.70m 

2D 非常用ディーゼル発電機  EL.0.70m 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 
 EL.0.70m 

可搬型代替低圧電源車 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側） 
EL.約 23m 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側） 
EL.約 25m 

可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL.約 8m 

可搬型整流器 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側） 
EL.約 23m 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側） 
EL.約 25m 

 

 

  

5



補
8
-2
 

 

図
1
 
主
な
直
流
電
源
設
備
 
設
置
箇
所
 

6



補
8
-3
 

 

     

 
 

図
2
 
1
2
5
V
系
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
，
直
流

1
2
5
V
充
電
器
（
３
系
統
目
）
及
び
直
流

1
2
5
V
主
母
線
盤
（
３
系
統
目
）
 
 
設
置
場
所
 

 
 

7



補
8
-4
 

 

  

   
  
  
  

  

 
図

3
 
非

常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 
 
設
置

場
所

 

  
 

8



補
8
-5
 

          

図
4
 
1
2
5
V
系
蓄
電
池

A
系
・
B
系
・
H
P
C
S
系
，
無
停
電
電
源
装
置
（
３
系
統
目
用
）
，
無
停
電
電
源
切
替
盤
（
３
系
統
目
用
）
及
び
直
流

1
2
5
V
遠
隔
切
替
操
作
盤
（
３
系
統
目
用
）
 
 

設
置

場
所

（
1
/
3
）
 

 
 

9



補
8
-6
 

                           

図
5
 
1
2
5
V
系
蓄
電
池

A
系
・
B
系
・
H
P
C
S
系
，
無
停
電
電
源
装
置
（
３
系
統
目
用
）
，
無
停
電
電
源
切
替
盤
（
３
系
統
目
用
）
及
び
直
流

1
2
5
V
遠
隔
切
替
操
作
盤
（
３
系
統
目
用
）
 
 

設
置

場
所

（
2
/
3
）
 

10



補
8
-7
 

  
 

図
6
 
1
2
5
V
系
蓄
電
池

A
系
・
B
系
・
H
P
C
S
系
，
無
停
電
電
源
装
置
（
３
系
統
目
用
）
，
無
停
電
電
源
切
替
盤
（
３
系
統
目
用
）
及
び
直
流

1
2
5
V
遠
隔
切
替
操
作
盤
（
３
系
統
目
用
）
 

設
置

場
所

（
3
/
3
）
 

 

11



補
8
-8
 

 

 

                          

図
7
 
可

搬
型
整

流
器

 
設

置
場

所
 

12



 

 

 

 

 

 

 

 

補足－15【東海第二発電所 所内常設直流電源設備(３系統目）

設置工事に係る設計及び工事計画認可申請について】 

（改１） 
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３
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３
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３
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３
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３
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３
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３
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は
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と
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性
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等
に

設
置

す
る

方
針

の
た

め
，

地
震

，
津

波
そ

の
他

の
自

然
現

象
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
，

令
和

5
年

5
月

3
1
日

付
け

原
規

規
発

第
2
3
0
5
3
1
7
号

に
て

認
可

さ
れ

た
特

重
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
（
以

下
「
特

重
設

工
認

」
と

い
う

。
）
に

よ
る

。
技

術
基

準
規

則
及

び
そ

の
解

釈
を

表
3
-
1
に

示
す

。

➢
特

重
施

設
に

係
る

火
災

防
護

対
策

及
び

溢
水

防
護

対
策

に
つ

い
て

は
，

令
和

5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。
ま

た
，

既
設

建
屋

の
火

災
防

護
対

策
に

係
る

，
火

災
の

感
知

及
び

消
火

の
う

ち
「
感

知
」
は

，
令

和
5
年

4
月

7
日

付
け

発
室

発
第

5
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
り

，
「
消

火
」
の

一
部

は
令

和
5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
7
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。

➢
今

回
工

認
に

関
連

す
る

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

整
理

に
つ

い
て

は
，

参
考

資
料

に
示

す
。

（
１

）
設

計
及

び
工

事
計

画
概

要 技
術

基
準

規
則

技
術

基
準

規
則

の
解

釈

（
電

源
設

備
）

第
七

十
二

条
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

は
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し

い
損

傷
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

、
貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

内
の

燃
料

体
（
以

下
「
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
」
と

い
う

。
）
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

電
力

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
72

条
（
電

源
設

備
）

2 
第

2項
に

規
定

す
る

「
常

設
の

直
流

電
源

設
備

」
と

は
、

以
下

に
掲

げ
る

措
置

又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
を

行
う

た
め

の
設

備
と

す
る

。

a）
更

な
る

信
頼

性
を

向
上

す
る

た
め

、
負

荷
切

り
離

し
（
原

子
炉

制
御

室
又

は

隣
接

す
る

電
気

室
等

に
お

い
て

簡
易

な
操

作
で

負
荷

の
切

り
離

し
を

行
う

場

合
を

含
ま

な
い

。
）
を

行
わ

ず
に

8
時

間
、

そ
の

後
、

必
要

な
負

荷
以

外
を

切

り
離

し
て

残
り

16
時

間
の

合
計

24
時

間
に

わ
た

り
、

重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
な

設
備

に
電

気
の

供
給

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
も

う
1系

統
の

特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
を

整
備

す
る

こ
と

。

表
3-

1
技

術
基

準
規

則
及

び
そ

の
解

釈
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
に

つ
い

て
，

今
回

工
認

の
記

載
概

要
を

表
3
-
2
に

示
す

。
な

お
，

先
行

プ
ラ

ン
ト

と
設

備
構

成
等

は
異

な
る

が
，

工
事

計
画

（
本

文
）
の

記
載

内
容

に
差

異
は

な
い

。
具

体
的

な
申

請
内

容
に

つ
い

て
は

，
P

1
6
に

示
す

。

施
設

の
種

類
本

文
の

記
載

概
要

（
既

工
認

か
ら

の
変

更
箇

所
）

計
測

制
御

系
統

施
設

基
本

設
計

方
針

の
変

更
（
個

別
項

目
）

☛
「
第

２
章

2.
4 

電
源

喪
失

時
の

計
測

」
に

，
計

器
電

源
喪

失
時

の
代

替
電

源
設

備
と

し
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
を

追
加

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

非
常

用
電

源
設

備

12
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

要
目

表
を

追
加

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
の

要
目

表
を

追
加

基
本

設
計

方
針

の
変

更
（
個

別
項

目
）

☛
「
第

２
章

5.
主

要
対

象
設

備
表

1 
非

常
用

電
源

設
備

の
主

要
設

備
リ

ス
ト

」
に

，
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
及

び
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
を

追
加

基
本

設
計

方
針

の
変

更
（
共

通
項

目
）

☛
「
第

１
章

2.
1 

地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

第
2.

1.
2表

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（
主

要
リ

ス
ト

）
の

設
備

分
類

」
に

，
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
を

追
加

☛
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
Ｓ

Ａ
－

Ｅ
Ｓ

兼
用

化
に

伴
う

名
称

変
更

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

格
納

槽
⇒

・
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
（
ト

ン
ネ

ル
部

，
立

坑
部

及
び

カ
ル

バ
ー

ト
部

）
⇒

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー
ト

（
カ

ル
バ

ー
ト

部
）
，

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

用
配

管
カ

ル
バ

ー
ト
⇒

火
災

防
護

設
備

変
更

な
し

浸
水

防
護

施
設

基
本

設
計

方
針

の
変

更
（
個

別
項

目
）

☛
「
第

２
章

2.
6

防
護

す
べ

き
設

備
を

内
包

す
る

建
屋

外
及

び
エ

リ
ア

外
で

発
生

す
る

溢
水

に
関

す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
」
に

，
換

気
空

調
系

止
水

ダ
ン

パ
の

設
置

を
追

加
。

な
お

，
当

該
ダ

ン
パ

の
設

計
に

つ
い

て
は

特
重

設
工

認
に

て
説

明
す

る
。

ま
た

，
「
2.

8
溢

水
防

護
上

期
待

す
る

浸
水

防
護

施
設

の
構

造
強

度
設

計
」
に

，
当

該
止

水
ダ

ン
パ

に
関

す
る

記
載

を
追

加
。

３
．

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

概
要

（
２

／
３

）

（
２

）
工

事
計

画
（
本

文
）

1
0

表
3
-
2

今
回

工
認

の
記

載
概

要
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３
．

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

概
要

（
３

／
３

）

➢
実

用
炉

規
則

別
表

第
二

に
従

い
，

表
3
-
3
に

示
す

添
付

書
類

を
添

付
し

て
い

る
。

主
な

添
付

書
類

の
詳

細
に

つ
い

て
は

，
「
６

．
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

」
（
P

1
7
～

P
2
5
）
に

て
説

明
を

す
る

。

添
付

書
類

記
載

概
要

資
料

1
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

の
許

可
と

の
整

合
性

に
関

す
る

説
明

書
設

計
及

び
工

事
計

画
が

設
置

許
可

の
基

本
方

針
に

従
っ

た
設

計
で

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
。

資
料

2
設

備
別

記
載

事
項

の
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

12
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
及

び
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
の

容
量

等
の

設
定

根
拠

に
つ

い
て

説
明

す
る

。

資
料

3
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

「
多

重
性

，
多

様
性

及
び

位
置

的
分

散
」
，

「
悪

影
響

防
止

」
，

「
環

境
条

件
等

」
並

び
に

「
操

作
性

及
び

試
験

・
検

査
性

」
に

つ
い

て
説

明
し

，
技

術
基

準
規

則
第

54
条

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

4
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
火

災
発

生
防

止
，

火
災

の
感

知
及

び
消

火
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

を
説

明
し

，
技

術
基

準
規

則
第

52
条

（
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

5
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

溢
水

防
護

に
関

す
る

説
明

書

溢
水

の
発

生
に

よ
り

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

，
溢

水
防

護
対

策
そ

の
他

の
適

切
な

処
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

説
明

し
，

技
術

基
準

規
則

第
54

条
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

6
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

説
明

書

「
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

」
に

基
づ

き
，

設
計

に
係

る
品

質
管

理
の

方
法

に
よ

り
行

っ
た

管
理

の
実

績
又

は
行

お
う

と
し

て
い

る
管

理
の

計
画

並
び

に
工

事
及

び
検

査
に

係
る

品
質

管
理

の
方

法
，

組
織

等
に

つ
い

て
具

体
的

な
計

画
を

示
す

。

資
料

7
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書

技
術

基
準

規
則

第
50

条
（
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
に

適
合

し
て

お
り

，
ま

た
，

第
74

条
（
電

源
設

備
）
の

特

に
高

い
信

頼
性

の
要

求
を

受
け

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
に

加
え

，
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
概

ね
弾

性
状

態
に

留
ま

る
範

囲
で

耐
え

ら
れ

る
設

計
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

示
す

。

添
付

図
面

主
要

設
備

の
配

置
の

状
況

を
明

示
し

た
平

面
図

及
び

断
面

図
，

単
線

結
線

図
，

非
常

用
電

源
設

備
係

る
機

器
の

配
置

を
明

示
し

た
図

面
，

構
造

図

別
表

第
二

に
従

い
，

本
申

請
に

係
る

配
置

図
，

単
線

結
線

図
及

び
構

造
図

を
示

す
。

（
３

）
工

事
計

画
（
添

付
書

類
）

1
1

表
3
-
3

添
付

書
類

一
覧
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４
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
１

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
五

十
条

地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

（
第

１
項

）

一
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く
。

) 基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
。

三
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く
。

) 基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
主

要
設

備
）
の

設
備

分
類

の
表

に
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
を

追
加

・
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

十
分

な
耐

震
性

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

第
五

十
二

条
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（
第

１
項

）

一
火

災
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
、

次
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
イ

発
火

性
又

は
引

火
性

の
物

質
を

内
包

す
る

系
統

の
漏

え
い

防
止

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
ロ

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

は
、

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

を
使

用
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
（
１

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
材

料
が

、
代

替
材

料
で

あ
る

場
合

（
２

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

代
替

材
料

の
使

用
が

技
術

上
困

難
な

場
合

で
あ

っ
て

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
お

け
る

火
災

に
起

因
し

て
他

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
お

い
て

火
災

が
発

生
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
場

合
ハ

避
雷

設
備

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
よ

る
火

災
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
を

施
設

す
る

こ
と

。
ニ

水
素

の
供

給
設

備
そ

の
他

の
水

素
が

内
部

に
存

在
す

る
可

能
性

が
あ

る
設

備
に

あ
っ

て
は

、
水

素
の

燃
焼

が
起

き
た

場
合

に
お

い
て

も
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
施

設
す

る
こ

と
。

二
火

災
の

感
知

及
び

消
火

の
た

め
、

火
災

と
同

時
に

発
生

す
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

り
、

火
災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
施

設
す

る
こ

と
。

・
変

更
な

し
・
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

火
災

の
発

生
防

止
，

火
災

の
感

知
及

び
消

火
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
火

災
防

護
対

策
が

図
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

1
2

表
4
-
1

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

（
１

／
４

）
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４
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
２

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
五

十
四

条
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
第

1
，

2
項

）

第
1項

一
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

温
度

、
放

射
線

、
荷

重
そ

の
他

の
使

用
条

件
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

を
有

効
に

発
揮

す
る

こ
と

。
二

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
確

実
に

操
作

で
き

る
こ

と
。

三
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
、

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
中

又
は

停
止

中
に

必
要

な
箇

所
の

保
守

点
検

(試
験

及
び

検
査

を
含

む
。

)が
で

き
る

こ
と

。
四

本
来

の
用

途
以

外
の

用
途

と
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

使
用

す
る

設
備

に
あ

っ
て

は
、

通
常

時
に

使
用

す
る

系
統

か
ら

速
や

か
に

切
り

替
え

ら
れ

る
機

能
を

備
え

る
こ

と
。

五
工

場
等

内
の

他
の

設
備

に
対

し
て

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
こ

と
。

六
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

操
作

及
び

復
旧

作
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

放
射

線
量

が
高

く
な

る
お

そ
れ

が
少

な
い

設
置

場
所

の
選

定
、

設
置

場
所

へ
の

遮
蔽

物
の

設
置

そ
の

他
の

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

第
2項

一
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

こ
と

。

三
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
に

は
、

共
通

要
因

(設
置

許
可

基
準

規
則

第
二

条
第

二
項

第
十

八
号

に
規

定
す

る
共

通
要

因
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)に
よ

っ
て

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
安

全
機

能
と

同
時

に
そ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
、

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

の
情

報
を

追
加

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

場
所

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
建

屋
に

設
置

す
る

こ
と

で
，

自
然

現
象

等
か

ら
防

護
し

，
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
や

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。

・
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

使
用

条
件

等
で

の
健

全
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

。

1
3

表
4
-
1

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

（
２

／
４

）
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４
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
３

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
七

十
二

条
電

源
設

備
（
第

2
項

）

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

非
常

用
電

源
設

備
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

電
源

設
備

の
ほ

か
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
炉

心
の

著
し

い
損

傷
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

、
貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
常

設
の

直
流

電
源

設
備

を
施

設
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

の
情

報
を

追
加

更
な

る
信

頼
性

を
向

上
す

る
た

め
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
し

た
場

合
に

，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

直
流

電
力

を
供

給
す

る
た

め
，

特
に

高
い

信
頼

性
を

有
す

る
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）

を
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。

・
単

線
結

線
図

，
設

定
根

拠
他

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
が

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

電
源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

電
気

の
供

給
を

行
う

機
能

を
有

す
る

常
設

の
直

流
電

源
設

備
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

第
七

十
三

条
計

装
設

備

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
計

測
機

器
（
非

常
用

の
も

の
を

含
む

。
）
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
（
設

置
許

可
基

準
規

則
第

十
六

条
第

三
項

第
二

号
に

規
定

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
た

め
に

有
効

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
を

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
計

器
電

源
喪

失
時

の
代

替
電

源
設

備
と

し
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
を

追
加

・
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

使
用

条
件

等
で

の
健

全
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

。

1
4

表
4
-
1

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

（
３

／
４

）
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４
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
４

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
七

十
八

条
準

用
（
第

２
項

）

原
子

力
発

電
工

作
物

に
係

る
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
命

令
第

四
条

か
ら

第
十

六
条

ま
で

、
第

十
九

条
か

ら
第

二
十

八
条

ま
で

及
び

第
三

十
条

か
ら

第
三

十
五

条
ま

で
の

規
定

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

施
設

す
る

電
気

設
備

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

（
例

：
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

第
四

条
）

電
気

設
備

は
、

感
電

、
火

災
そ

の
他

人
体

に
危

害
を

及
ぼ

し
、

又
は

物
件

に
損

傷
を

与
え

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
に

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
既

工
認

か
ら

の
変

更
な

し
適

用
基

準
及

び
適

用
規

格
に

記
載

さ
れ

て
お

り
，

準
用

す
る

設
計

に
変

更
は

な
い

。

・
変

更
な

し

・
第

八
条

（
立

入
り

の
防

止
）
，

第
九

条
（
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
人

の
不

法
な

侵
入

等
の

防
止

）
，

第
十

三
条

（
安

全
避

難
通

路
等

）
，

第
四

十
九

条
（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
）
，

第
五

十
一

条
（
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
に

つ
い

て
も

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
対

す
る

要
求

で
あ

り
関

係
条

文
と

な
る

が
，

本
工

事
計

画
に

お
い

て
，

既
工

事
計

画
の

適
合

性
確

認
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

。

1
5

表
4
-
1

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

（
４

／
４

）
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

基
本

方
針

（
１

）
基

本
設

計
方

針
➢

主
な

変
更

箇
所

と
し

て
，

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

（
非

常
用

電
源

設
備

）
の

基
本

設
計

方
針

に
，

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
か

ら
の

電
力

供
給

に
係

る
記

載
を

追
加

す
る

。
具

体
的

な
追

記
内

容
は

，
以

下
の

と
お

り
。

3.
 直

流
電

源
設

備
及

び
計

測
制

御
用

電
源

設
備

3.
1

常
設

直
流

電
源

設
備

（略
）

更
な

る
信

頼
性

を
向

上
す

る
た

め
，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

交
流

電
源

が
喪

失
(全

交
流

動
力

電
源

喪
失

)し
た

場
合

に
，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

直
流

電
力

を
供

給
す

る

た
め

，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）を
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

，
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
），

電
路

等
で

構
成

し
，
直

流
12

5V
充

電
器

（３
系

統
目

）（
12

5 
V，

30
0 

Aの
も

の
を

1個
），

直
流

12
5V

主
母

線
盤

（３
系

統
目

）（
12

5 
V，

12
00

 A
の

も
の

を
1個

）を
経

由
し

，
直

流
12

5V
主

母
線

盤
2A

・2
B，

緊
急

用
直

流
12

5V
主

母
線

盤
へ

電
力

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
，
無

停
電

電
源

装
置

（３
系

統
目

用
），

無
停

電
電

源
切

替
盤

（３
系

統
目

用
）（

12
0 

V，
40

0 
Aの

も
の

を
4個

）を
経

由
し

，
非

常

用
無

停
電

計
装

分
電

盤
及

び
緊

急
用

無
停

電
計

装
分

電
盤

へ
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）の
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
）は

，
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

1時
間

以
内

に
中

央
制

御
室

に
お

い
て

不
要

な
負

荷
の

切
り

離
し

を
行

う
こ

と
，
ま

た
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

8時
間

後
に

中
央

制
御

室
外

に
お

い
て

不
要

な
負

荷
の

切
り

離
し

を
行

う
こ

と
で

，
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

24
時

間
に

わ
た

り
，

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）か
ら

電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。

ま
た

，
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

直
流

電
源

設
備

と
す

る
た

め
，
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
，
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

に
加

え
，
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
，
お

お
む

ね
弾

性
状

態
に

留
ま

る

範
囲

で
耐

え
ら

れ
る

よ
う

に
設

計
す

る
。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）の
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
）は

，
内

に
設

置
す

る
こ

と
で

，
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
内

の
2C

・2
D非

常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
及

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
並

び
に

12
5V

系
蓄

電
池

A系
・B

系
及

び
HP

CS
系

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計

と
す

る
。

ま
た

，
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）の

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）は
，

内
に

設
置

す
る

こ
と

で
，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
（西

側
）及

び
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
（南

側
）に

保
管

す
る

可
搬

型
代

替
低

圧
電

源
車

及
び

可
搬

型
整

流
器

を
用

い
た

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
と

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）は
，

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）か
ら

直
流

12
5V

主
母

線
盤

2A
・2

Bま
で

の
系

統
に

お
い

て
，
独

立
し

た
電

路
で

系
統

構
成

す
る

こ
と

に
よ

り
，

12
5V

系

蓄
電

池
A系

・B
系

か
ら

直
流

12
5V

主
母

線
盤

2A
・2

Bま
で

の
系

統
及

び
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

か
ら

直
流

12
5V

主
母

線
盤

2A
・2

Bま
で

の
系

統
に

対
し

て
，
独

立
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

位
置

的
分

散
及

び
電

路
の

独
立

性
に

よ
っ

て
，
所

内
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

非
常

用
直

流
電

源
設

備
及

び
可

搬
型

代
替

直
流

電
源

設
備

に
対

し
て

独
立

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。

1
6

29



６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
１

／
９

）

（
１

）
容

量
設

定
根

拠
（
資

料
2
参

照
）

➢
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

必
要

容
量

は
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
必

要
な

直
流

負
荷

へ
の

電
力

を
算

出
し

た
。

必
要

容
量

の
算

出
に

つ
い

て
は

，
1
2
5
V

系
蓄

電
池

A
系

，
1
2
5
V

系
蓄

電
池

B
系

及
び

緊
急

用
1
2
5
V

系
蓄

電
池

の
う

ち
，

も
負

荷
容

量
の

大
き

い
1
2
5
V

系
蓄

電
池

B
系

を
用

い
て

行
う

こ
と

と
し

，
そ

の
負

荷
を

表
6
-
1
に

示
す

。

𝐶
1 𝐿
𝐾
𝐼

𝐾
𝐼

𝐼
𝐾

𝐼
𝐼

⋯
𝐾

𝐼
𝐼

.
24
.3
2

12
08

24
.3
1

25
2

12
08

23
.3
2

23
6

25
2

15
.3
2

15
7

23
6

56
93
.5
≒
56
94
𝐴ℎ

1
7

【
1
2
5
V

系
蓄

電
池

B
系

負
荷

へ
給

電
す

る
場

合
の

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

負
荷

容
量

計
算

】

蓄
電

池
系

統
負

荷
容

量

1
2
5
V

系
蓄

電
池

A
系

5
,5

9
3
A

h

1
2
5
V

系
蓄

電
池

B
系

5
,6

9
4
A

h

緊
急

用
1
2
5
V

系
蓄

電
池

5
,1

8
4
A

h

表
6
-
1

各
蓄

電
池

の
負

荷
容

量

C
t：

必
要

容
量

（
A

h
）

L
：

保
守

率
＝

0
.8

（
単

位
な

し
）

K
n
：
保

守
換

算
時

間
（
時

）
K
1
（
0
～

1
分

）
=
2
4
.3

2
K
2
（
1
～

6
0
分

）
=
2
4.

3
1

K
3
（
6
0
～

5
40

分
）
=2

3
.3

2
K
4
（
5
4
0
～

14
4
0
分

）
=
1
5
.3

2
In

：
負

荷
電

流
（
A

）
I1

（
0
～

1分
）
=
12

0
8

I2
（
1
～

60
分

）
=2

5
2

I3
（
6
0
～

5
4
0
分

）
=
2
3
6

I4
（
5
4
0
～

1
4
4
0分

）
=
15

7

（
参

考
文

献
：
電

池
工

業
会

規
格

「
鉛

蓄
電

池
の

容
量

算
出

法
」
Ｓ

Ｂ
Ａ

Ｓ
０

６
０

１
：
2
0
1
4
）
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
２

／
９

）

（
続

き
）

負
荷

名
称

負
荷

電
流

（
A）

と
運

転
時

間
（
分

）
※
1

0～
1分

1分
～
60

分
60

分
～

54
0分

※
2

54
0分

～
14
40

分

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
遮

断
器

制
御

電
源

55
5

0
0

0
パ

ワ
ー

セ
ン

タ
遮

断
器

制
御

電
源

15
4

0
0

0
２

Ｄ
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

初
期

励
磁

（
20
0）

※
3

0
0

0
中

央
制

御
室

直
流

非
常

灯
15

15
15

15
直

流
計

測
制

御
電

源
12
0

12
0

12
0

66
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
・
非

常
用

ガ
ス

再
循

環
系

制
御

盤
50

0
0

0

計
測

装
置

（
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
Ｄ

／
Ｗ

，
Ｓ

／
Ｃ

）
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
水

位
等

）
16

16
16

16

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和

設
備

用
伝

送
器

3
3

3
－

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
2

2
2

2
非

常
用

無
停

電
電

源
装

置
Ｂ

（
80

）
※
4

（
80

）
※
4

（
64

）
※
4

（
42

）
※
4

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
80

80
64

42
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

16
16

16
16

遠
隔

切
替

回
路

8
0

0
0

負
荷

余
裕

18
9

－
－

－

合
計

12
08

25
2

23
6

15
7

➢
以

上
よ

り
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

容
量

は
，

5
,6

9
4
 A

h
を

上
回

る
6
,0

0
0
 A

h
/
組

と
す

る
。

表
6
-
2

蓄
電

池
負

荷
積

み
上

げ
（
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
）

1
8

※
1
：
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

1
時

間
以

内
に

中
央

制
御

室
に

お
い

て
不

要
な

負
荷

の
切

り
離

し
を

行
う

。
ま

た
，

8
時

間
後

に
中

央
制

御
室

外
に

お
い

て
不

要
な

負
荷

の
切

り
離

し
を

行
う

こ
と

で
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
か

ら
2
4
時

間
に

わ
た

り
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

技
術

基
準

の
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
※

2
：
事

象
発

生
後

8
時

間
（
4
8
0
分

）
か

ら
不

要
な

負
荷

を
順

次
切

り
離

す
が

，
作

業
時

間
を

考
慮

し
，

容
量

計
算

で
は

9
時

間
（
5
4
0
分

間
）
ま

で
給

電
を

継
続

す
る

も
の

と
す

る
。

※
3
：
メ

タ
ル

ク
ラ

ッ
ド

開
閉

装
置

及
び

パ
ワ

ー
セ

ン
タ

遮
断

器
の

引
外

し
と

重
複

が
な

い
た

め
，

大
値

と
な

る
メ

タ
ル

ク
ラ

ッ
ド

開
閉

装
置

及
び

パ
ワ

ー
セ

ン
タ

遮
断

器
引

外
し

の
数

値
を

使
用

す
る

。
※

4
：
非

常
用

無
停

電
電

源
装

置
Ｂ

は
，

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
と

同
時

に
使

用
す

る
こ

と
は

な
い

た
め

，
切

替
後

の
数

値
を

使
用

す
る

。
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
３

／
９

）

（
２

）
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
（
資

料
3
参

照
）

➢
多

重
性

又
は

多
様

性
及

び
独

立
性

並
び

に
位

置
的

分
散

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
時

に
そ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
，

可
能

な
限

り
多

重
性

又
は

多
様

性
及

び
独

立
性

，
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

て
適

切
な

措
置

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。

①
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
a．

地
震

，
津

波
（
敷

地
に

遡
上

す
る

津
波

を
含

む
。

）
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
が

設
置

さ
れ

る
建

屋
等

の
地

盤
の

評
価

及
び

耐
震

設
計

・
耐

津
波

設
計

に
つ

い
て

は
，

資
料

7
「
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
」
及

び
特

重
設

工
認

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

耐
津

波
設

計
に

つ
い

て
は

，
既

設
建

屋
に

つ
い

て
は

既
工

認
に

よ
り

，
特

重
施

設
に

つ
い

て
は

特
重

設
工

認
に

よ
る

。
b．

風
（
台

風
）
，

竜
巻

，
落

雷
，

生
物

学
的

事
象

，
森

林
火

災
及

び
高

潮
・
風

（
台

風
）
，

竜
巻

，
落

雷
，

生
物

学
的

事
象

，
森

林
火

災
及

び
高

潮
に

対
し

て
，

損
傷

の
防

止
が

図
ら

れ
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

。

②
外

部
人

為
事

象
に

対
す

る
考

慮
・
爆

発
，

近
隣

工
場

等
の

火
災

，
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
，

有
毒

ガ
ス

，
船

舶
の

衝
突

に
対

し
て

，
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
す

る
。

・
飛

来
物

（
航

空
機

落
下

）
に

対
し

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

と
位

置
的

分
散

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
す

る
。

③
火

災
，

溢
水

に
対

す
る

考
慮

・
資

料
4
「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
及

び
資

料
5

「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

溢
水

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

1
9
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
４

／
９

）

（
続

き
）

④
サ

ポ
ー

ト
系

に
対

す
る

考
慮

・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
等

と
異

な
る

電
源

を
用

い
る

設
計

と
す

る
か

，
電

源
が

同
じ

場
合

は
別

の
手

段
に

よ
る

対
応

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

➢
悪

影
響

防
止

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
他

の
設

備
へ

の
悪

影
響

と
し

て
は

，
他

の
設

備
へ

の
系

統
的

な
影

響
，

地
震

，
火

災
，

風
（
台

風
）
，

及
び

竜
巻

に
よ

る
影

響
を

考
慮

す
る

。

①
他

の
設

備
へ

の
系

統
的

な
影

響
（
電

気
的

な
影

響
含

む
。

）
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

発
生

前
（
通

常
時

）
の

隔
離

さ
れ

た
状

態
か

ら
遮

断
器

の
操

作
等

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

，
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。

②
地

震
，

火
災

に
よ

る
影

響
・
資

料
７

「
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
」
，

資
料

４
「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

③
風

（
台

風
）
及

び
竜

巻
に

よ
る

影
響

・
自

然
現

象
に

よ
る

損
傷

の
防

止
が

図
ら

れ
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

こ
と

で
，

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。

➢
環

境
条

件
等

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

時
の

温
度

，
放

射
線

，
荷

重
及

び
そ

の
他

の
使

用
条

件
に

お
い

て
，

そ
の

機
能

が
有

効
に

発
揮

で
き

る
よ

う
，

そ
の

設
置

場
所

（
使

用
場

所
）
に

応
じ

た
耐

環
境

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

，
操

作
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
重

大
事

故
等

発
生

時
の

環
境

条
件

に
つ

い
て

は
，

温
度

（
環

境
温

度
及

び
使

用
温

度
）
，

放
射

線
，

荷
重

の
み

な
ら

ず
，

そ
の

他
の

使
用

条
件

と
し

て
，

環
境

圧
力

，
湿

度
に

よ
る

影
響

，
電

磁
的

障
害

及
び

周
辺

機
器

等
か

ら
の

悪
影

響
を

考
慮

す
る

。

2
0
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
５

／
９

）

（
続

き
）

➢
操

作
性

及
び

試
験

・
検

査
性

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
操

作
を

確
実

な
も

の
と

す
る

た
め

，
重

大
事

故
等

時
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

，
操

作
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

，
必

要
な

保
守

点
検

，
試

験
又

は
検

査
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。

➢
上

記
の

と
お

り
，

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
つ

い
て

は
，

既
工

認
及

び
特

重
設

工
認

の
設

計
方

針
か

ら
変

更
は

な
く
，

新
規

性
は

な
い

。
な

お
，

こ
れ

ら
の

設
計

に
つ

い
て

は
，

既
設

建
屋

に
つ

い
て

は
既

工
認

に
よ

り
，

特
重

施
設

に
つ

い
て

は
特

重
設

工
認

に
よ

る
。

2
1
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
６

／
９

）

（
３

）
火

災
防

護
対

策
（
資

料
4
参

照
）

➢
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
に

係
る

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画

の
設

定
に

つ
い

て
，

既
設

建
屋

に
つ

い
て

は
既

工
認

に
よ

り
，

に
つ

い
て

は
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。

➢
火

災
の

発
生

防
止

①
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

火
災

の
発

生
防

止
・
蓄

電
池

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
は

，
水

素
濃

度
検

出
器

を
設

置
し

，
水

素
検

知
に

よ
り

警
報

を
発

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
蓄

電
池

室
は

空
調

機
器

に
よ

る
機

械
換

気
を

行
う

設
計

と
す

る
。

万
一

，
空

調
機

器
が

異
常

に
よ

り
停

止
し

た
場

合
は

，
に

警
報

を
発

報
す

る
設

計
と

し
，

に
よ

る
現

場
で

の
遮

断
器

開
放

に
よ

り
，

空
調

機
器

が
復

帰
す

る
ま

で
の

間
は

，
蓄

電
池

に
充

電
し

な
い

運
用

と
す

る
。

・
蓄

電
池

室
に

は
，

蓄
電

池
充

電
時

に
水

素
が

発
生

す
る

こ
と

か
ら

，
発

火
源

と
な

る
直

流
開

閉
装

置
や

イ
ン

バ
ー

タ
を

設
置

し
な

い
設

計
と

す
る

。
・
電

気
系

統
は

，
過

電
流

に
よ

る
過

熱
や

焼
損

を
防

止
す

る
た

め
に

，
保

護
継

電
器

及
び

遮
断

器
に

よ
り

，
故

障
回

路
を

早
期

に
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。

②
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
の

使
用

・
主

要
な

構
造

材
及

び
建

屋
の

内
装

材
は

，
不

燃
性

材
料

又
は

同
等

の
性

能
を

有
す

る
材

料
，

換
気

空
調

設
備

の
フ

ィ
ル

タ
は

難
燃

性
材

料
，

屋
内

の
変

圧
器

及
び

遮
断

器
は

，
絶

縁
油

を
内

包
し

な
い

も
の

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
に

使
用

す
る

ケ
ー

ブ
ル

は
，

難
燃

ケ
ー

ブ
ル

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

③
落

雷
，

地
震

等
の

自
然

現
象

に
よ

る
火

災
の

発
生

防
止

・
自

然
現

象
に

対
す

る
火

災
発

生
防

止
対

策
と

し
て

，
避

雷
設

備
の

設
置

及
び

接
地

網
の

敷
設

を
行

う
設

計
，

耐
震

設
計

，
森

林
火

災
か

ら
防

護
す

る
設

計
及

び
竜

巻
（
風

（
台

風
含

む
。

）
）
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。

2
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
７

／
９

）

（
続

き
）

➢
火

災
の

感
知

及
び

消
火

①
蓄

電
池

室
は

，
蓄

電
池

の
充

電
中

に
少

量
の

水
素

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

万
一

の
水

素
濃

度
の

上
昇

を
考

慮
し

，
非

ア
ナ

ロ
グ

式
の

防
爆

型
の

煙
感

知
器

及
び

非
ア

ナ
ロ

グ
式

の
防

爆
型

の
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

②
火

災
受

信
機

盤
は

，
で

常
時

監
視

で
き

，
か

ら
の

受
電

も
可

能
な

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
蓄

電
池

室
に

つ
い

て
は

，
中

央
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

も
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

③
蓄

電
池

室
に

は
ハ

ロ
ゲ

ン
化

物
自

動
消

火
設

備
（
全

域
）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

消
火

設
備

は
，

消
防

法
施

行
令

に
基

づ
く
容

量
を

確
保

し
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

想
定

し
た

電
源

の
確

保
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

④
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
及

び
消

火
設

備
は

，
地

震
時

及
び

地
震

後
に

お
い

て
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

，
機

能
及

び
性

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

➢
上

記
の

と
お

り
，

火
災

防
護

対
策

に
つ

い
て

は
，

既
工

認
及

び
特

重
設

工
認

の
防

護
方

針
か

ら
変

更
は

な
く
，

新
規

性
は

な
い

。
な

お
，

こ
れ

ら
の

設
計

に
つ

い
て

は
，

既
設

建
屋

は
既

工
認

，
令

和
5
年

4
月

7
日

付
け

発
室

発
第

5
号

及
び

令
和

5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
7
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
り

，
特

重
施

設
は

令
和

5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。

図
6
-
1

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
構

成
図

2
3
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
８

／
９

）

2
4

（
４

）
溢

水
防

護
対

策
（
資

料
5
参

照
）

➢
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）

，
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
B

を
防

護
す

べ
き

設
備

と
し

，
溢

水
に

よ
る

影
響

を
評

価
し

た
。

①
没

水
影

響
に

つ
い

て
は

，
防

護
す

べ
き

設
備

を
設

置
す

る
溢

水
防

護
区

画
に

溢
水

源
は

な
く
，

溢
水

防
護

区
画

外
か

ら
の

溢
水

影
響

も
な

い
こ

と
か

ら
，

没
水

に
よ

っ
て

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。

②
被

水
影

響
に

つ
い

て
は

，
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）
，

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

の
配

置
も

含
め

て
位

置
的

分
散

が
図

ら
れ

て
お

り
，

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
ま

た
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
B

は
，

被
水

防
護

措
置

が
な

さ
れ

て
お

り
，

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。

③
蒸

気
影

響
に

つ
い

て
は

，
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
及

び
直

流
1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）
は

，
に

設
置

し
，

当
該

場
所

に
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
が

な
い

設
計

と
す

る
た

め
，

評
価

不
要

と
し

た
。

ま
た

，
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
2
B

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
は

，
に

設
置

し
，

漏
え

い
蒸

気
に

よ
る

環
境

条
件

が
設

備
の

健
全

性
が

確
認

さ
れ

て
い

る
条

件
を

超
え

な
い

た
め

，
要

求
さ

れ
る

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
は

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

④
溢

水
防

護
区

画
を

内
包

す
る

建
屋

外
か

ら
の

溢
水

（
屋

外
タ

ン
ク

・
安

全
系

ポ
ン

プ
の

放
出

ラ
イ

ン
配

管
等

の
破

損
に

よ
る

流
入

，
タ

ー
ビ

ン
建

屋
か

ら
の

流
入

，
地

下
水

の
流

入
）
に

つ
い

て
は

，
防

護
す

べ
き

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
に

伝
播

し
な

い
設

計
で

あ
る

こ
と

か
ら

影
響

は
な

い
。

➢
上

記
の

と
お

り
，

溢
水

防
護

対
策

に
つ

い
て

は
，

既
工

認
及

び
特

重
設

工
認

の
防

護
方

針
か

ら
変

更
は

な
く
，

新
規

性
は

な
い

。
な

お
，

こ
れ

ら
の

設
計

に
つ

い
て

は
，

既
設

建
屋

は
既

工
認

に
よ

り
，

特
重

施
設

は
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
９

／
９

）

2
5

（
５

）
耐

震
設

計
（
資

料
7
参

照
）

➢
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
，

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

に
加

え
，

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
，

お
お

む
ね

弾
性

状
態

に
留

ま
る

範
囲

で
耐

え
ら

れ
る

設
計

で
あ

る

か
を

評
価

し
，

い
ず

れ
も

応
力

の
発

生
値

は
評

価
基

準
値

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。

➢
今

回
工

認
の

耐
震

評
価

は
，

新
規

性
は

な
く
表

6
-
3
の

と
お

り
既

工
認

に
お

け
る

類
似

の
機

器
と

同
じ

評
価

手
法

を
適

用
し

て
お

り
，

地
震

力
に

対
し

て
，

発

生
す

る
応

力
が

，
許

容
限

界
を

下
回

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
こ

れ
ら

の
設

計
に

係
る

地
震

力
に

つ
い

て
は

，
既

設
建

屋
は

既
工

認
に

よ
り

，
特

重
施

設
に

つ
い

て

は
特

重
設

工
認

に
よ

る
。

今
回

工
認

の
機

器
型

式

耐
震

評
価

手
法

既
工

認
に

お
け

る
類

似
の

機
器

既
工

認
今

回
工

認

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

蓄
電

池

【
地

震
応

答
解

析
】

[解
析

方
法

]設
備

の
固

有
周

期
に

基
づ

く
応

答
加

速
度

に
よ

る
評

価
[解

析
ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ

]質
点

系
モ

デ
ル

【
応

力
解

析
】

[解
析

方
法

]公
式

等
に

よ
る

評
価

【
地

震
応

答
解

析
】

[解
析

方
法

]同
左

[解
析

ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ

]同
左

【
応

力
解

析
】

[解
析

方
法

]同
左

緊
急

用
1
2
5
V

系
蓄

電
池

直
流

1
2
5
V

充
電

器
（
３

系
統

目
）

電
気

盤

【
地

震
応

答
解

析
】

[解
析

方
法

]設
備

の
固

有
周

期
に

基
づ

く
応

答
加

速
度

に
よ

る
評

価
[解

析
ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ

]質
点

系
モ

デ
ル

【
応

力
解

析
】

[解
析

方
法

]公
式

等
に

よ
る

評
価

【
地

震
応

答
解

析
】

[解
析

方
法

]同
左

[解
析

ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ

]同
左

【
応

力
解

析
】

[解
析

方
法

]同
左

緊
急

用
直

流
1
2
5
充

電
器

緊
急

用
直

流
1
2
5
V

主
母

線
盤

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）

緊
急

用
無

停
電

電
源

装
置

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

交
流

電
源

切
替

盤

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

緊
急

用
交

流
電

源
切

替
盤

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
B

緊
急

用
交

流
電

源
切

替
盤

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

緊
急

用
交

流
電

源
切

替
盤

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

無
停

電
計

装
電

源
切

替
盤

表
6
-
3

耐
震

評
価

手
法

38



７
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
の

全
体

工
程

20
23
年
度

20
24
年
度

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

設
計
及
び
⼯
事
計
画

⼿
続
き

⼯ 事 検 査 時 期

所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
⽬
）

の
設
置

審
査

▼
8/
31

申
請

⼯
事
期
間 検
査
時
期
※

※
検
査
時
期
は
，
⼯
事
の
進
捗
に
よ
り変

更
の
可
能
性
あ
り

2
6

表
7
-
1

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
の

全
体

工
程
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考

資
料

2
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
は

，
既

設
の

直
流

電
源

設
備

で
あ

る
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
で

も
使

用
す

る
制

御
弁

式
据

置
鉛

蓄
電

池
を

採
用

す
る

。
➢

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

仕
様

は
参

考
1
表

1
の

と
お

り
。

制
御

弁
式

鉛
蓄

電
池

は
，

ベ
ン

ト
型

鉛
蓄

電
池

に
比

べ
て

以
下

の
点

で
優

位
性

が
あ

る
。

〇
1
組

で
の

大
容

量
実

装
が

可
能

制
御

弁
式

鉛
蓄

電
池

1
組

の
大

容
量

の
約

3
0
0
0
A

h
を

採
用

し
て

お
り

，
ベ

ン
ト

型
蓄

電
池

の
1
組

の
大

容
量

（
約

2
4
0
0
A

h
）
以

上
と

な
っ

て
い

る
。

1
系

統
当

た
り

の
部

品
構

成
数

が
少

な
く
な

る
こ

と
は

全
体

の
故

障
発

生
を

小
さ

く
す

る
優

位
性

が
あ

る
こ

と
に

加
え

，
設

置
ス

ペ
ー

ス
の

縮
小

が
可

能
と

な
る

。
な

お
，

約
3
0
0
0
A

h
を

並
列

に
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

，
約

6
0
0
0
A

h
と

し
て

使
用

し
て

い
る

。
〇

エ
ネ

ル
ギ

ー
保

持
性

能
が

高
い

ベ
ン

ト
型

よ
り

エ
ネ

ル
ギ

ー
保

持
特

性
が

高
く
，

自
己

放
電

率
が

低
い

。
〇

水
素

放
出

量
が

小
さ

い
過

充
電

時
の

水
素

放
出

量
は

，
ベ

ン
ト

型
に

比
べ

て
少

な
い

。
（
必

要
換

気
量

も
約

2
割

小
さ

く
す

る
こ

と
が

可
能

）
〇

不
具

合
発

生
時

の
早

期
対

応
が

可
能

鉛
蓄

電
池

と
し

て
生

産
流

通
で

主
流

型
と

な
っ

て
お

り
，

故
障

時
等

の
入

替
え

や
部

品
手

配
に

つ
い

て
ベ

ン
ト

型
よ

り
余

裕
が

あ
る

。

参
考

1
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
１

／
５

）

名
称

仕
様

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

型
式

制
御

弁
式

据
置

鉛
蓄

電
池

組
数

1
（
1
組

当
た

り
1
3
0
個

）

容
量

6
0
0
0
A

h

電
圧

1
2
5
V

・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
に

つ
い

て
は

，
2
0
2
1
年

1
2
月

2
2
日

発
電

用
原

子
炉

施
設

設
置

変
更

許
可

取
得

2
8

参
考

1
表

1
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
仕

様
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➢
設

置
許

可
基

準
規

則
第

五
十

七
条

の
要

求
に

つ
い

て
，

設
備

及
び

設
置

場
所

に
対

す
る

考
慮

事
項

を
参

考
1
表

2
の

と
お

り
整

理
す

る
。

参
考

1
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
２

／
５

）

2
9

参
考

1
表

2
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
設

備
及

び
設

置
場

所
に

対
す

る
考

慮

42



無 停 電 電 源 装 置 Ａ

➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
特

に
高

い
信

頼
性

（
耐

震
性

等
）
を

確
保

す
る

た
め

に
，

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

内
に

設
置

す
る

。
電

源
切

替
操

作
は

，
中

央
制

御
室

に
て

以
下

①
～

⑥
の

６
箇

所
で

実
施

。

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 機 ・ 電 動 弁 ）

Ｇ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

緊
急
用

２
Ｃ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

遮 断 器 用 制 御 電 源

（ 区 分 Ⅰ ）

２ Ｄ Ｄ ／ Ｇ 系

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 弁 ）

逃 が し 安 全 弁

（ 自 動 減 圧 機 能 ） Ａ 系

計 装 設 備

平 均 出 力 領 域 計 装

※ ３
※
１

※
１

※
２
※
３

直
流
1
2
5
V

充
電
器
Ａ

緊
急
用

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

２
Ｂ

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

２
Ａ

可
搬
型

直
流
電
源
設
備
用

電
源
切
替
盤

緊
急
用

1
2
5
V
系

蓄
電
池

約
6
0
0
0
A
h

1
2
5
V
系

蓄
電
池

Ａ
系

約
6
0
0
0
A
h

可
搬
型
代
替

低
圧
電
源
車

可
搬
型

整
流
器

※
４

緊
急
用

直
流
1
2
5
V

充
電
器

直
流
1
2
5
V

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ａ
系

直
流
1
2
5
V

分
電
盤

２
Ａ
系

1
2
0
V
無
停
電

計
装
用

分
電
盤
２
Ａ

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

※
２

２ Ｃ Ｄ ／ Ｇ 系

遮 断 器 用 制 御 電 源

（ 区 分 Ⅱ ）

無 停 電 電 源 装 置 Ｂ 平 均 出 力 領 域 計 装

非 常 用 照 明 （ 中 央 制 御 室 ）

逃 が し 安 全 弁

（ 自 動 減 圧 機 能 ） Ｂ 系

計 装 設 備

1
2
0
V
無
停
電

計
装
用

分
電
盤
２
Ｂ

直
流
1
2
5
V

分
電
盤

２
Ｂ
系

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

※
６

※
５

①
切

③
入

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

２
Ａ

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

２
Ｂ

⑥
入

④
切

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

直
流
1
2
5
V

予
備

充
電
器

直
流
1
2
5
V

充
電
器
Ｂ

1
2
5
V
系

蓄
電
池

Ｂ
系

約
6
0
0
0
A
h

※
４

特
定
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の

配
電
盤
よ
り

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

（
３
系
統
目
）

1
2
5
V
系

蓄
電
池

（
３
系
統
目
）

約
6
0
0
0
A
h

直
流
1
2
5
V

充
電
器

（
３
系
統
目
）

※
６

※
５

代
替
所
内

電
気
設
備

へ

②
入

⑤
入

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
建

屋
内

）

：
給

電
ル

ー
ト

：
中

央
制

御
室

よ
り

遠
隔

操
作

：
「
入

」
→

「
切

」
：
「
切

」
→

「
入

」

・
直

流
12

5V
主

母
線

盤
（
３

系
統

目
）
及

び
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
の

N
FB

は
常

時
「
切

」

・
直

流
12

5V
主

母
線

盤
２

Ａ
・
２

Ｂ

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
２

Ａ
・
２

Ｂ
の

３
系

統
目

側
電

源
側

N
FB

は
常

時
「
切

」

・
直

流
12

5V
充

電
器

（
３

系
統

目
）

の
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
側

N
FB

は
接

続
先

の
直

流
電

源
喪

失
後

も
必

要
な

交
流

負
荷

に
給

電
で

き
る

よ
う

，
常

時
「
入

」
と

し
，

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
を

待
機

状
態

と
さ

せ
て

お
く
。

・
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
の

使
用

開
始

を
判

断
し

た
場

合
，

速
や

か
に

直
流

12
5V

主
母

線

盤
（
３

系
統

目
）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
等

の
N

FB
を

中
央

制
御

室
か

ら
の

遠
隔

操
作

で
投

入
す

る
。

参
考

1
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
３

／
５

）

3
0

※
：
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
と

し
て

新
設

す
る

設
備

は
，

設
備

名
に

下
線

に
て

示
す

。

無
停
電
電
源
装
置

（
３
系
統
目
用
）

参
考

1
図

1
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
給

電
概

要
図
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

に
当

た
り

，
運

用
方

法
を

決
定

し
，

手
順

を
定

め
る

。

外
部

電
源

非
常

用
D

G
起

動
失

敗
運

転
継

続
失

敗

12
5V

系
蓄

電
池

２
Ａ

12
5V

系
蓄

電
池

２
Ｂ

12
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

SB
O

後
24

時
間

以
上

給
電

可
能

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
（
２

系
統

目
）

24
時

間
SB

O
発

生

D
B兼

SA
蓄

電
池

（
１

系
統

目
）

想
定

外
の

枯
渇

な
ど

に
よ

り
片

ト
レ

ン
の

直
流

電
源

が
機

能
喪

失

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

，
可

搬
型

代
替

交
流

電
源

設
備

＜
変

更
申

請
書

＞

➢
本

文
十

号
，

添
付

書
類

十
（
手

順
）

重
大

事
故

等
防

止
技

術
的

能
力

基
準

1.
0，

重
大

事
故

等
防

止
技

術
的

能
力

基
準

2.
1

1.
14

電
源

等
の

手
順

，
1.

15
事

故
時

計
装
※

※
電

源
の

文
言

追
加

の
み

の
修

正

【
基

本
的

な
運

用
想

定
】

・
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
2
系

列
の

う
ち

，
1
系

列
に

お
い

て
，

想
定

外
の

枯
渇

等
に

よ
る

機
能

喪
失

が
あ

っ
た

場
合

に
，

給
電

開
始

す
る

。
・
給

電
を

開
始

し
，

2
4
時

間
以

上
に

わ
た

っ
て

給
電

を
継

続
す

る
。

・
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

の
準

備
が

完
了

次
第

，
同

設
備

か
ら

の
給

電
に

切
り

替
え

，
更

に
長

期
に

わ
た

る
給

電
を

可
能

と
す

る
。

参
考

1
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
４

／
５

）

3
1

参
考

1
図

2
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
給

電
時

間
概

要
図
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➢
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
，

直
流

負
荷

は
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
か

ら
自

動
給

電
さ

れ
る

。
交

流
動

力
電

源
設

備
が

復
旧

で
き

な
い

場
合

は
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
に

よ
り

2
4
時

間
以

上
に

わ
た

っ
て

給
電

が
継

続
さ

れ
る

。
➢

1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
を

使
用

す
る

。
な

お
，

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
の

準
備

が
完

了
し

た
場

合
に

は
，

同
設

備
か

ら
給

電
す

る
こ

と
に

よ
り

，
長

期
に

わ
た

る
負

荷
へ

の
給

電
を

可
能

と
す

る
。

1.
14

の
手

順
に

反
映

参
考

1
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
５

／
５

）

3
2

参
考

1
図

3
重

大
事

故
等

発
生

時
の

対
応

手
段

選
択

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
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3
3

参
考

2
今

回
工

認
に

関
連

す
る

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

整
理

（
１

／
２

）

➢
今

回
工

認
に

当
た

り
，

関
連

す
る

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

つ
い

て
，

参
考

2
表

1
に

示
す

。

参
考

2
表

1
関

連
す

る
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
整

理

【
番

号
の

凡
例

】
①

：
平

成
3
0
年

1
0
月

1
8
日

付
け

原
規

規
発

第
1
8
1
0
1
8
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
の

計
画

・
重

大
事

故
等

対
処

設
備

等
の

認
可

②
：
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

原
規

規
発

第
2
3
0
5
3
1
7
号

に
て

認
可

さ
れ

た
設

計
及

び
工

事
の

計
画

・
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
一

部
（
特

重
施

設
の

建
屋

他
）
の

認
可

③
：
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
・
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
一

部
（
火

災
・
溢

水
防

護
他

）
の

申
請

④
：
令

和
5
年

4
月

7
日

付
け

発
室

発
第

5
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
・
火

災
防

護
に

係
る

審
査

基
準

の
一

部
改

正
（
火

災
感

知
設

備
の

設
置

要
件

）
に

伴
う

申
請

⑤
：
令

和
5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
・
今

回
工

認
（
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

設
置

）
⑥

：
令

和
5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
7
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

う
消

火
設

備
に

係
る

既
工

認
の

変
更

の
申

請
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参
考

2
今

回
工

認
に

関
連

す
る

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

整
理

（
２

／
２

）

3
4

➢
今

回
工

認
及

び
関

連
す

る
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
工

程
に

つ
い

て
参

考
2
表

2
に

示
す

。

年
月

申
請

項
目

2
0
1
8
年

・
・
・

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

・
・
・

・
・
・

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3

①
平

成
3
0
年

1
0
月

1
8
日

付
け

原
規

規
発

第
1
8
1
0
1
8
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
の

計
画

②
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

原
規

規
発

第
2
3
0
5
3
1
7
号

に
て

認
可

さ
れ

た
設

計
及

び
工

事
の

計
画

③
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書

④
令

和
5
年

4
月

7
日

付
け

発
室

発
第

5
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書

⑤
令

和
5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
【
今

回
工

認
】

⑥
令

和
5
年

8
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

7
7
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書

審
査

審
査

▼
8/
31

申
請

▼
10
/1
8
認
可

▼
8/
31

申
請

既
設
建
屋
の
⼀
部
に
お
け
る

⽕
災
感
知
に
関
す
る
⽅
針
を
引
⽤

特
重
施
設
に
お
け
る
⽕
災
・溢
⽔
等

か
らの
防
護
⽅
針
を
引
⽤

審
査

既
設
建
屋
の
⼀
部
に

お
け
る
⽕
災
か
らの

防
護
⽅
針
を
引
⽤

▼
5/
31

申
請

▼
5/
31

認
可

▼
4/
7
申
請

審
査

参
考

2
表

2
関

連
す

る
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
整

理
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